
広報たぶせNo.1057広報たぶせNo.10577

「児童扶養手当」に関するお知らせ
児童扶養手当受給者のみなさんへ

　令和 6年 11月 1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第 3子以降の加算額と所得限度
額とが引き上げられます。令和 7年 1月に支給される令和 6年 11月分の児童扶養手当から適用
することとしています。

■児童扶養手当月額<第 3子以降の児童に係る加算額の引き上げ>

■全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

令和６年４月～ 令和６年１１月～

〈本体額〉

全部支給 45,500 円 45,500 円

一部支給 10,740 円～ 45,490 円 10,740 円～ 45,490 円

〈第 2子加算額〉

全部支給 10,750 円 10,750 円

一部支給 5,380 円～ 10,740 円 5,380 円～ 10,740 円

〈第 3子以降加算額〉

全部支給 6,450 円 10,750 円

一部支給 3,230 円～ 6,440 円 5,380 円～ 10,740 円

所得制限限度額表（単位：円）＜令和 6年 11月以降＞
※収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額

受給資格者本人
孤児等の養育者・配偶者

・扶養義務者
全部支給 一部支給

収入額 所得額 収入額 所得額 収入額 所得額

0人 1,420,000 690,000 3,343,000 2,080,000 3,725,000 2,360,000

1 人 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,740,000

2 人 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000

3 人 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000 5,150,000 3,500,000

4 人 3,529,000 2,210,000 5,275,000 3,600,000 5,625,000 3,880,000

5 人 4,013,000 2,590,000 5,750,000 3,980,000 6,100,000 4,260,000

■問合せ先
・山口県こども・子育て応援局 こども家庭課　☎ 083-933-2751
・町民福祉課 児童係　☎ 52-5810
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